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後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

　令和８年度からマイナ保険証の保有状況等によって届く交
付物が異なります。

【お問い合わせ先】 長万部町　町民課　戸籍医療年金係　(☎２－２4５３）

令和８年８月以降の交付物

◎資格確認書(黄緑色のはがき型)が届く方
  ・８５歳以上の方
  ・８４歳以下のマイナ保険証をお持ちでない方
◎資格情報のお知らせ（A４サイズ）が届く方
  ・８４歳以下のマイナ保険証をお持ちの方

医療機関への受診
◎資格確認書が届いた方　
　資格確認書で受診してください。
◎資格情報のお知らせが届いた方
　マイナ保険証で受診してください。
※資格情報のお知らせは、自身の資格情報を把握するため
　のものであり、資格情報のお知らせのみで医療機関等の
　受診はできません。
※なお、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイ
　ナ保険証とともに資格情報のお知らせを提示することで、
　正しい資格情報で医療機関等を受診することができます。

要配慮者への資格確認書の交付
　資格情報のお知らせが届いた方であっても、なんらかの
理由によりマイナ保険証での受診が困難であると申請され
た方には、「資格確認書」を交付します。
　一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないこと
を理由とした交付申請があれば、毎年の更新時期に申請無
く「資格確認書」を発行いたします。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行
　して医療機関での本人の資格確認を補助する必要がある
　等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者が対
　象となります。
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